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一般社団法人ＫＮ研究所 定款

第１章 総 則

（名称)

第１条 当法人は、一般社団法人ＫＮ研究所と称する。

（主たる事務所)

第２条 当法人は、主たる事務所を大阪府岸和田市三田町６１６番地の１０に置く。

（目的）

第３条 当法人は、パソコンやインターネット、携帯電話等のＩＣＴ機器・サービスが利

用できない高齢者等（いわゆる情報弱者）に対する ICT 利活用の普及推進を目的とし、

その目的に資するため、次の事業を行う。

（１）ＩＣＴデジタル製品（パソコン、プリンター、情報家電など）に関連して生じる故

障などのトラブルや、接続、操作にかかわる疑問などを解決するための訪問、メール、

遠隔操作等によるＩＣＴサポートサービスの提供

（２）ＩＣＴ機器・サービスに関する講座、セミナー、育成

（３）ＩＣＴ機器・サービスに関する相談、助言

（４）ＩＣＴ機器・サービスに関する体験活動

（５）ＩＣＴ機器・サービスに関する展示会の開催

（６）ＩＣＴ機器・サービスに関する普及啓発事業

（７）ＩＣＴ利活用に関する専門指導ができるコンサルタント育成事業

（８）前各号に附帯又は関連する事業

（９）その他当法人の目的を達成するために必要な事業

（公告の方法）

第４条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法に

より行う。

第２章 社 員

（入社)

第５条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

２ 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るもの

とする。

（経費等の負担）

第６条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

２ 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

（退社)

第７条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、１か月以上前に当法人に対し

て予告をするものとする。

（除名）

第８条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為を

し、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社

団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）第４９条第２項

に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

（社員の資格喪失）

第９条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
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（１）退社したとき。

（２）成年被後見人又は被保佐人になったとき。

（３）死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

（４）１年以上会費を滞納したとき。

（５）除名されたとき。

（６） 総社員の同意があったとき。

第３章 社員総会

（開催）

第１０条 定時社員総会は、毎年 月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催

する。

（招集）

第１１条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

２ 社員総会の招集通知は、会日より 1週間前までに社員に対して発する。

（決議の方法)

第１２条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過

半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

（議決権）

第１３条 社員は、各１個の議決権を有する。

（議長）

第１４条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、

当該社員総会において議長を選出する。

（議事録）

第１５条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長

及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第４章 役 員

（役員）

第１６条 当法人に、次の役員を置く。

（１）理事 １名以上４名以内

（２）監事 １名

２ 理事のうち１名を代表理事とする。

（選任）

第１７条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必

要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

２ 代表理事は、理事の互選によって定める。

（任期)

第１８条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時社員総会の終結の時までとする。

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社

員総会の終結の時までとする。

３ 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、

前任者の任期の残存期間と同一とする。
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（理事の職務及び権限)

第１９条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

２ 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

（監事の職務及び権限）

第２０条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を

作成する。

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財

産の状況の調査をすることができる。

（解任）

第２１条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監

事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上に当た

る多数をもって行わなければならない。

（報酬等）

第２２条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財

産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第５章 計 算

（事業年度）

第２３条 当法人の事業年度は、毎年１０月１日から翌年９月３０日までの年１期とする。

（事業計画及び収支予算）

第２４条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代

表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場

合も、同様とする。

第６章 附 則

（最初の事業年度)

第２５条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和３年９月３０日までとす

る。

（設立時の役員）

第２６条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 成田 公康

設立時理事 成田 孝悦

設立時理事 成田 一美

設立時代表理事 成田 公康

設立時監事 成田 明日香

（設立時社員の氏名及び住所）

第２７条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

住 所 大阪府岸和田市三田町６１６番地の８

設立時社員 成田 孝悦

住 所 大阪府岸和田市三田町６１６番地の８

設立時社員 成田 公康
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住 所 大阪府岸和田市三田町６１６番地の８

設立時社員 成田 一美

住 所 大阪府岸和田市三田町６１６番地の８

設立時社員 成田 明日香

（法令の準拠）

第２８条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人ＫＮ研究所設立のため、設立時社員 成田孝悦 他３名の定款作成

代理人である行政書士宮崎忠雄 は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名

をする。

令和２年９月２０日

設立時社員 成田孝悦

設立時社員 成田公康

設立時社員 成田一美

設立時社員 成田明日香

上記設立時社員の定款作成代理人 行政書士 宮崎 忠雄
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